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   議事日程第５号       第３回定例会 

   令和４年９月２２日（木）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第５２号 寒河江市教育委員会委員の任命について 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 委員会付託 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

 

  （決算特別委員会付託関係） 

日程第 ５ 認第 １号 令和３年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ６ 認第 ２号 令和３年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ７ 認第 ３号 令和３年度寒河江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ８ 認第 ４号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ９ 認第 ５号 令和３年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 〃 １０ 認第 ６号 令和３年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認 

            定について 

 〃 １１ 認第 ７号 令和３年度寒河江市立病院事業会計決算の認定について 

 〃 １２ 議第３９号 令和３年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １３ 議第４０号 令和３年度寒河江市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 〃 １４ 決算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １５ 質疑・討論・採決 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第１６ 議第４１号 令和４年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃 １７ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １８ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）） 

 〃 ２０ 議第４５号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２１ 議第４６号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２２ 議第４８号 寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 〃 ２３ 議第４９号 財産（小型除雪車）の取得について 

 〃 ２４ 議第５０号 財産（除雪グレーダ）の取得について 

 〃 ２５ 議第５１号 市道路線の廃止について 
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日程第２６ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２７ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２８ 議第４２号 令和４年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２９ 議第４３号 令和４年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ３０ 議第４４号 寒河江市印鑑条例の一部改正について 

 〃 ３１ 議第４７号 寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 

 〃 ３２ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ３３ 質疑・討論・採決 

 

日程第３４ 議第５３号 令和４年度寒河江市一般会計補正予算（第６号） 

 〃 ３５ 議案説明 

 〃 ３６ 委員会付託 

 〃 ３７ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前１０時２０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について議会運営委

員長の報告を求めます。阿部議会運営委員長。 

   〔阿部 清議会運営委員長 登壇〕 

○阿部 清議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、去る９月21

日、委員６名全員出席並びに関係者出席の下、

議会運営委員会を開催し、協議いたしましたの

で、その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議第52号寒河江市教育委員会委

員の任命について及び議第53号令和４年度寒河

江市一般会計補正予算（第６号）の２案件であ

ります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。日程変更の詳細につきましては、

お示ししております日程表のとおり変更となり

ます。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員
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長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長

報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、議第52号寒河江市教

育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第２、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  私から議第52号寒河江市教育委員会委員の任

命についてを御説明申しあげます。 

  教育委員会委員のうち、髙橋まり子委員が本

年７月31日をもって辞職されたことに伴い、新

たに教育委員会委員として大沼賀世氏を提案す

るものでございます。 

  御同意くださいますようよろしくお願いを申

しあげます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第３、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第52号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第４、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第52号について質疑はありませんか。太田

議員。 

○太田陽子議員 ３点ほど質問させていただきま

す。 

  この髙橋委員の任期はどのくらい残しての辞

任で、辞任理由についてお聞かせください。 

  あと、辞任が７月31日と今市長のほうからあ

りましたが、議会への説明が今議会になった理

由についてお聞かせください。 

  また、任命責任についてどうお考えかもお伺

いいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 最初に、髙橋委員の任期であり

ますけれども、令和７年２月28日までになって

おります。 

  それから、辞任の理由でありますが、一身上

の都合によりということであります。御本人の

御希望もあってその理由は控えさせていただき

たいというふうに思います。 

  それから、任期の途中で急な辞任ということ

もありまして、後任を選ぶのに大変我々として

も時間がかかって今回の追加提案ということに

なりました。そういう意味で、辞任が７月31日

にもかかわらず今回の提案になりましたことに

ついては、私としても大変議会の皆様に申し訳

なく思っております。いろんな検討をさせてい

ただいて、できるだけ早くということで考えて
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おりましたが、今回の提案ということで、辛う

じてというんですかね、今議会に間に合うよう

に御提案させていただいたところでございます。

我々としてもできるだけ任期を全うしていただ

きたいということでありましたが、固辞されて

おられましたので、こういう形で後任の方を御

提案するものでございます。よろしくお願いを

申し上げます。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第52号寒河江市教育委員会委員の

任命についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第52号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第52号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第５、認第１号令和３年度

寒河江市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第13、議第40号令和３年度寒河江市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

てまでの９案件を一括議題といたします。 

 

決算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第14、決算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  決算特別委員長報告を求めます。阿部決算特

別委員長。 

   〔阿部 清決算特別委員長 登壇〕 

○阿部 清決算特別委員長 決算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、認第１

号令和３年度寒河江市一般会計歳入歳出決算の

認定について、認第２号令和３年度寒河江市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認第３号令和３年度寒河江市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について、認第

４号令和３年度寒河江市介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第５号令和３年度

寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計歳入

歳出決算の認定について、認第６号令和３年度

寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）

歳入歳出決算の認定について、認第７号令和３

年度寒河江市立病院事業会計決算の認定につい

て、議第39号令和３年度寒河江市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について、議第40号

令和３年度寒河江市下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定についてであります。 

  ９月９日、委員14名出席、当局からは市長は

じめ関係課長出席の下、委員会を開会し、９案

件を一括議題とし、議案説明を受け質疑に入り、

質疑の後、各分科会に分担付託し、審査するこ

とにいたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とするものと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  最初に、認第１号から認第７号までの７案件

を一括して採決した結果、賛成多数をもって原
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案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、議第39号及び議第40号の２案件につい

て一括して採決した結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。 

  以上で決算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第15、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、認第１号令和３年度寒河江市一般会

計歳入歳出決算の認定について、認第２号令和

３年度寒河江市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、認第３号令和３年度寒河

江市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認第４号令和３年度寒河江市介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第５号令和３年度寒河江市介護認定審査会共同

設置特別会計歳入歳出決算の認定について、認

第６号令和３年度寒河江市財産区特別会計（高

松、醍醐、三泉）歳入歳出決算の認定について

及び認第７号令和３年度寒河江市立病院事業会

計決算の認定についての７案件を一括して採決

いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも認定であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、認第１号、認第２号、認第３号、認

第４号、認第５号、認第６号及び認第７号の７

案件は原案のとおり認定されました。 

  次に、議第39号令和３年度寒河江市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について及び議

第40号令和３年度寒河江市下水道事業会計利益

の処分及び決算の認定についての２案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び認定であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第39号及び議第40号は原案のとお

り可決及び認定されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第16、議第41号令和

４年度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を

議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第17、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。佐藤予算特

別委員長。 

   〔佐藤耕治予算特別委員長 登壇〕 

○佐藤耕治予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第41

号令和４年度寒河江市一般会計補正予算（第５



 - 139 - 

号）であります。 

  ９月９日、委員15名全員出席、当局からは市

長はじめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、

議第41号を議題とし、質疑の後、各分科会に分

担付託し審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第41号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で予算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第18、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第41号令和４年度寒河江市一般会計補正予

算（第５号）に対する委員長報告は可決であり

ます。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第41号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第19、承認第６号専

決処分の承認を求めることについて（令和４年

度寒河江市一般会計補正予算（第４号））から

日程第25、議第51号市道路線の廃止についてま

での７案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第26、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。後藤総

務産業常任委員長。 

   〔後藤健一郎総務産業常任委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月９日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、承認第６号並びに議

第45号、議第46号、議第48号から議第51号まで

の７案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、承認第６号専決処分の承認を求める

ことについて（令和４年度寒河江市一般会計補

正予算（第４号））を議題とし、当局の説明を

求め、質疑に入りました。 

  質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「グリバーさがえの災害復旧事業の

測量設計を行うとのことだったが、現在の進行

状況及び２年前の災害と比べて変更点等はある

のか」との問いがあり、当局より「令和２年度

７月の豪雨災害と内容的にはほぼ同じです。た

だ、土砂や流木の量等については、現在、測量
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精査をしているところなのでまだ分かっており

ません。事前に県へ災害報告しており、今後、

災害査定を受ける準備を進めております」との

答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

承認すべきものと決しました。 

  次に、議第45号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第46号寒河江市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第48号寒河江市営住宅条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、御報告する質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第49号財産（小型除雪車）の取得に

ついてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に

入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回取得した小型除雪車の規格及

び用途は」との問いがあり、当局より「幅1.3

メートルのロータリー車です。主に歩道の除雪

に当てますが、早朝、歩道除雪終了後、車道除

雪の幅出しなどについても活用していく車両と

なります」との答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第50号財産（除雪グレーダ）の取得

についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回取得した除雪グレーダにより、

市内一斉除雪がより短時間で、より広範囲にでき

るようになるのか」との問いがあり、当局より

「除雪グレーダは市が所有し、早朝は幹線道路、

日中は要望または現地調査によって１日稼働す

る予定です。除雪に要する時間は雪の量や雪質

等によっても違ってまいります。現在、除雪協

力会からの協力もいただいて市内を網羅してい

ると認識しております」との答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議第51号市道路線の廃止についてを議

題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「西浦住宅とその間にある市道が廃

止されるが、いつ取壊し予定か」との問いがあ

り、当局より「今回の議決を得て用途廃止をし、

３市営住宅について取壊しを進めたいと考えて

おります」との答弁がありました。 

  委員より「今後の用途はどう考えているの

か」との問いがあり、当局より「西寒河江住宅、

西浦住宅は用途指定区域が住宅地となっており、

高屋住宅は無指定となっております。しかしな

がら、３市営住宅とも住宅地が周りに広がって

いるということから、定住人口増加に向け、今

後、土地利用検討委員会などにも諮りまして、

有効な活用方法を検討したいと考えておりま

す」との答弁がありました。 

  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  以上で総務産業常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第27、これより質疑・討

論・採決に入ります。 
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  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  承認第６号専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和４年度寒河江市一般会計補正予算

（第４号））、議第45号寒河江市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正について、議第

46号寒河江市職員の育児休業等に関する条例の

一部改正について、議第48号寒河江市営住宅条

例の一部改正について、議第49号財産（小型除

雪車）の取得について、議第50号財産（除雪グ

レーダ）の取得について及び議第51号市道路線

の廃止についての７案件を一括して採決いたし

ます。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも承認及び可決であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、承認第６号、議第45号、議第46号、

議第48号、議第49号、議第50号及び議第51号の

７案件は原案のとおり承認及び可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第28、議第42号令和４年度

寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）から日程第31、議第47号寒河江市市民浴場

に関する条例の一部改正についてまでの４案件

を一括議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第32、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。鈴木厚

生文教常任委員長。 

   〔鈴木みゆき厚生文教常任委員長 登壇〕 

○鈴木みゆき厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、９月12日、委員７名出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第42号、議第43号、

議第44号及び議第47号の４案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第42号令和４年度寒河江市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第43号令和４年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第１号）を議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第44号寒河江市印鑑条例の一部改正

についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「オンラインによる交付申請が可能

となる時期としてはいつ頃を想定しているの

か」との問いがあり、当局より「事業者の決定

等、準備期間に３か月程度を要する見込みであ

ることから、本議案を御可決いただいた場合に

は、令和５年１月頃にオンラインによる交付申

請が可能となる想定です」との答弁がありまし

た。 
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  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第47号寒河江市市民浴場に関する条

例の一部改正についてを議題とし、当局の説明

を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「使用料について、市民と市民以外

の者で料金が異なるが、どのように管理するの

か」との問いがあり、当局より「券売機での管

理を予定しており、利用者が不便なく購入でき

るような機種を選定したいと考えておりますが、

具体的な方策については現在検討中です」との

答弁がありました。 

  委員より「これまでは使用料を無料としてい

た障がい者についても料金を設定するに至った

経緯は」との問いがあり、当局より「事業実施

者と協議を重ねた結果、現在の物価等も踏まえ、

実費分について料金を設定しました。なお、こ

の件については寒河江市身体障害者福祉協会と

も協議を行っているものです」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第33、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第42号令和４年度寒河江市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）、議第43号令和４年

度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第１

号）、議第44号寒河江市印鑑条例の一部改正に

ついて及び議第47号寒河江市市民浴場に関する

条例の一部改正についての４案件を一括して採

決いたします。 

  ただいまの４案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ４案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第42号、議第43号、議第44号及び

議第47号の４案件は原案のとおり可決されまし

た。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第34、議第53号令和

４年度寒河江市一般会計補正予算（第６号）を

議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第35、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第53号令和４年度寒河江市一

般会計補正予算（第６号）について御説明を申

しあげます。 

  このたびの補正予算は、８月13日の大雨によ

って被害を受けた市道幸生田代線の復旧工事を

行うため、土木施設災害復旧費を追加するもの

でございます。 

  その結果、360万円の追加となり、予算総額

を歳入歳出それぞれ243億6,840万2,000円とす



 - 143 - 

るものでございます。 

  以上、御提案申しあげましたが、詳細につき

ましては関係課長より説明を申しあげますので、

よろしく御審議の上、御可決くださいますよう

お願い申しあげる次第でございます。 

○國井輝明議長 小泉財政課長。 

   〔小泉 尚財政課長 登壇〕 

○小泉 尚財政課長 私から、予算書の第１表中

歳入と第２表について御説明申しあげます。 

  初めに、歳入についてですが、補正予算書５

ページの事項別明細書を御覧ください。21款１

項９目災害復旧債は土木施設災害復旧費に充て

るものでございます。 

  続きまして、第２表地方債補正について御説

明いたします。４ページを御覧ください。土木

施設災害復旧事業を実施するに当たり、市債の

借入限度額を新たに設けるものでございます。 

  以上、歳入と第２表でございます。 

○國井輝明議長 武田建設管理課長。 

   〔武田新二建設管理課長 登壇〕 

○武田新二建設管理課長 私から歳出について御

説明を申しあげます。 

  事項別明細書６ページを御覧ください。 

  11款災害復旧費２項１目道路河川等災害復旧

費の土木施設災害復旧費（単独）についてでご

ざいます。令和４年８月13日の大雨により、市

道幸生田代線の路肩が11メーターにわたり崩落

し、隣接する用水路へ土砂が堆積いたしました。

用水路確保のため土砂撤去などの応急復旧を直

ちに行いましたが、再度のり面崩落しないよう

降雪前にかごマット工など復旧工事を行う必要

がありますので、14節工事請負費に360万円を

追加するものです。 

  なお、県との協議により、この災害は公共災

害の雨量に該当しないことから、単独事業の災

害復旧となります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第36、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第53号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第37、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第53号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第53号令和４年度寒河江市一般会

計補正予算（第６号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第53号は原案のとおり可決されま

した。 

 

   閉    会    午前１１時０２分 

 

○國井輝明議長 これにて令和４年第３回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 


